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１．自己紹介／目次



１-1．自己紹介

• 大学での担当講義：社会保障論、公的扶助論、住宅政策論
• 狭い意味での専門は、民間賃貸市場の家主さん
• 業績の中で、オープンアクセスのものは、以下から
ダウンロード可能。オープンアクセスのもの以外で
ご興味があるものがありましたら、PDFをお送りい
たしますので、ご連絡ください。

https://researchmap.jp/kazuhirosato/
• なにかあればその場で挙手・ご意見を
cf.学生から不評な授業：

…早口、大声、内容が分からない
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１-2．目次

1．自己紹介／目次
2．不動産と地域社会のつながり
3．民間貸家経営からみる不動産と地域社会
4．地域社会の持続可能性
補論1．持続可能な地域社会
補論2．近代化と地主
補論3．戦後民主主義と市民社会概念

4



２．不動産と
地域社会のつながり



2-1．不動産と地域社会のつながりにはどのようなものがあるか

①持家を持つことと地域のつながり
（a）前提：世帯にとっての経済的安定
• 雇用社会と自営業の「両翼の安定」（新 2012）を前提として、後者は国民

年金（満額6.5万円／平均受給額約5.6万円）のみ
→30代で家を持ち、住宅ローンを30年で払い終えれば、高齢期は住宅費が
ゼロという想定でやってこれた（時代があった）

（b）地域とのつながり
• 持家を持っていれば、少なくとも不本意な形で、移住する必要がない
• 持家を持つことが、居住年数の長さ≒地域への定着（cf.回覧板、町内会）、

地域へのコミットへの積極性につながることを多くの調査が指摘
• 地域住民とのつながり／コミュニティは、（両義的ながら）世帯にポジティブ

な影響を与える（葛西 2017）
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2-2．不動産を他者に利用させることと地域のつながり

②物的資産を媒介とした地域関係の形成
• いずれの場合も、家主／所有者に賃料が支払われることは前提
（a）居住用賃貸物件
• 家主に家賃を払うことで住居というサービス／住み続ける権利を得る
（b）営業用賃貸物件
• 家主に賃料を払うことで営業権を得る

＊NHK地域づくりアーカイブス（無料・多くの動画にアクセス可能）
「若者の起業を応援して商店街を元気に」
https://www2.nhk.or.jp/chiiki/movie/?das_id=D0015010329
_00000
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３．民間貸家経営からみる
不動産と地域社会



3-1．民間貸家経営からみる不動産と地域社会

〇報告者は博士論文にて、高度経済成長期を中心とした、東京圏の民間貸家
経営を研究
（a）高度経済成長期には、農村から都市へ、若年労働者が大量に移動
→住宅需要の高揚⇔低所得∧頻繁な移動
←西欧諸国では持家＋社会住宅（公営住宅）の二本柱だが日本では必ずし
もそうはならず

（b）「誰が労働者を住まわせるのか」（Lowe 2011）の日本的回答
• くいつぶし型経営とはなにか…（ⅰ）土地所有を前提とし、（ⅱ）副業・他に

収入があるために、（ⅲ）「適正な」利潤が得られなくても継続される民間貸
家経営
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3-2．くいつぶし型経営の特徴

①担い手
• 1950年代には先駆的・経営合理的に関連業者も含めた家主
⇔高度経済成長期には農家も含めて、階層的・地域的に拡大

②土地・資金
• 土地所有を前提としたアパート経営
• 公的（住宅）金融、民間金融は使い勝手が悪く、必ずしも金融を利用してい

ない
↓
土地所有・持家所有の普遍化を背景としつつも、狭小な土地・限定的な資金
供給ゆえに、零細小規模経営
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表1．家主の職業の比較
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1965年調査 1966年調査 1970年調査

専業 31 専業 40.9 専業 27.6

事務雇用者 35.6 サラリーマン 26.2 会社役員 11.4

公務員 0.6

民間雇用者 20.4

個人業主 29.1 個人業主 21.6 農業 20.4

建設業 2.4

個人業主・自由業 11.4

その他 4.3 その他 11.3 その他 5.8



3-3．くいつぶし型経営の意義

①戦後の深刻な住宅不足に対する量的充足
• 既成市街地においては家主の持家の建て替えに伴うもの／郊外地域においては農

地の転用を機とするもの
②「相対的」低家賃の実現
• 〈都市計画→地価高騰→家賃高騰〉になりうるところ、民間賃貸セクターの家賃は地

価の上昇に比べて緩やか
③借家関係についての規範的拘束
• 家主の居住地が賃貸住宅と同じ建物や近隣であったケースが多数：近隣関係を内包

〇バッファー機能としてのくいつぶし型経営
• 高度経済成長期の東京圏の住宅問題に対して民間賃貸セクターは積極的な役割
→借家人による住宅問題の政策的改善要求は、住宅政策の拡充へと結びつかず
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表2．東京都のテニュアの変遷
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持家 公営の借家
都市再生機
構(UR)・公
社の借家

民営借家設
備専用

民営借家設
備共用 給与住宅 住宅総数

1963 44.7 6.5 18.2 22.7 7.9 2418000

1968 41.0 7.6 21.2 22.9 7.3 2967520

1973 39.4 9.7 28.7 15.7 6.4 3504400

1978 40.4 5.7 4.1 31.2 11.7 6.0 3812000

1983 43.7 5.6 4.1 31.8 8.2 5.8 4028600

1988 41.4 5.3 4.3 35.5 4.5 4.6 4304900

東京都
（2018） 47.8 3.9 3.2 42.5 2.6 6406300

全国
（2018） 63.2 3.7 1.4 29.5 2.1 51866200



3-4．くいつぶし型経営の変容

①くいつぶし型経営の変容
（a）家主自身の変容…元から土地を持っていない層の参入：サラリーマン家主
（b）アクターの多様化…家賃債務保証業者、管理業者／サブリース業者
→民間貸家経営における産業化と機能分化
←地域に埋め込まれていた借家関係が産業化によって再編・解体

②地域社会からみた意義
（a）家主からみれば住宅供給は経済的利益保全のため：意図せざる帰結
⇔土地の商品化傾向強化、産業化による脱人格化
cf.居住支援法人
（b）「ミネルヴァの梟は夕暮れに飛び立つ」
• 経済成長と資金循環と地域の「安定」を前提に成り立っていた秩序 14



４．地域社会の持続可能性



4-1．地域社会の持続可能性の困難

①1980年代以降のグローバリゼーション
（a）人口移動
• 高度経済成長期は三大都市圏に人口移動⇔1980年代以降は東京一極

集中

（b）産業構造の変遷とキャピタルフライト
• 第二次産業から第三次産業への移行＋グローバルな市場の再編

（c）経済の金融化＋政策資金の方向転換
• 金融が国境を越えた取引・投資→イベント資本主義と相まった都市再開発
• 三位一体（国庫補助負担金、税源移譲、地方交付税）／財政投融資改革
→人口、（先端）産業、人材、資金、情報のグローバル都市への集中傾向
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4-2．持続可能な地域社会のために

①持続可能な条件を整備する
（a）「若者、バカ者、よそ者」？
（b）雇用、住まい、コミュニティ・ネットワーク、そのための政策・財源

②土地からみる担い手と資金
（a）担い手：ローカルエリートの（再）評価の必要性／その土地に生きる責任
（b）資金と公共性
• アパートは私有財産⇔より一般的にインフラには租税・財政投融資
cf.社会保険料、コミュニティ再投資法、建築リノベーション法（園田 2016）

③民主主義：ある領域における合意と領域外への説明責任
17



補論と参考図表



補論1．持続可能な地域社会がなぜ重要なのか

〇短期的な自己責任（個人主義）の容認・強調は、長期的に、社会の持続可能
性を毀損するのではないか
cf.格差が大きい社会は、貧困層を増やすばかりでなく、経済成長の足かせに
なったり、社会不安を増大させる（橋本 2018）

（a）1980年代は東京への人口の都市一極集中
（b）人口の都市一極集中のほとんどは20代を中心とする若者
（c）都市部ほど出生率が低い傾向
（d）政府の推計によれば、人口が減少している地域ほど、将来も人口の減少幅
が大きい
→持続可能な地域社会こそが日本社会の持続可能性にとってカギ
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図1．三大都市圏別人口流入出数（住民基本台帳人口移動報告）
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図2.国土のグランドデザイン２０５０ 参考資料.p6

• 全国を１kmメッシュでみると、人口が半分以下になる地点が現在の居住地域の
６割以上（※現在の居住地域は国土の約５割）

• 人口が増加する地点の割合は
約2％であり、主に大都市圏に
分布

• 市区町村の人口規模別にみる
と、人口規模が小さくなるにつ
れて人口減少率が高くなる傾
向が見られる。特に、現在人口
１万人未満の市区町村ではお
よそ半分に減少
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図3.転入超過数（住民基本台帳人口移動報告2022より）

• 人口移動の大半が東京圏によるものであり、かつその大半が20代を中心とす
る若年層→若年人口の都市一極集中
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図4．合計特殊出生率×出生数（人口動態調査2022より）

• 人口が都市部に集中するため、都市部ほど出生数が多いが、合計特殊出生率
が低くなる傾向がある（相関係数は-0.5ほど）
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補論2．近代化と地主――理念型として
①イギリスでは、土地資本家＝地主、産業資本家、労働者の3大階級
• マルクス『資本論』は、資本主義社会を、自由主義段階におけるイギリス資

本主義社会として措定（マルクスの生年は1818～1883年）

②1970年代以降、フランス、ドイツの研究者による賃借権物権化論
• 利用が所有に従属する日本は、所有が利用に従属するイギリスに比して前

近代的である（渡辺洋三）というテーゼ
←フランス・ドイツはむしろ前者という後続世代からの批判（東海林 1985）

③地主が近代社会に果たす役割とその位置づけ
・19世紀後半からの近代化、国民国家形成、帝国主義列強
＋ドイツでは、地主層が、公共性を名目or媒介とする私的利害貫徹の政党
的・制度的担保
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3-2．日本的偏差

①近代化における地主の役割
• 前近代から近代化への移行に際して寄生地主制の成立を重視
→GHQによる国内市場狭隘論＝戦後改革の前提…地主は産業資本家に投
資し、国家による再分配が弱いので、労働者・農民の所得が低い

②戦後日本社会のメンバーシップ
（a）寄生地主制の事実上の解体→地方名望家層／地主（論）の消失？
（b）市民社会のメンバーシップの観念：町内会=労働組合論（玉野 2007）
（c）とはいえ土地所有者がいない訳ではない：くいつぶし型経営は、戦後の
財産所有の普遍化（ピケティ）の、日本的特殊形態？
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表3.住宅投資を中心とした国際比較（1970年代あたりまで）

〇法規制（居住水準）、家主の階層・組織化、特殊・長期的金融
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日本 ドイツ イギリス アメリカ

主な建て方 戸建て 共同住宅 戸建て 戸建て

住宅金融 預金型 債権型 預金型 預金型

支配的な賃貸 民間賃貸 社会賃貸 公営住宅 民間賃貸

民間貸家の担い手 くいつぶし型家主 貴族・地主層 小規模家主 ―

組織化 されず された 別の投資先 ―



補論3．戦後民主主義と市民社会概念

①西欧市民社会論の諸契機
（a）国家からの市民社会の分離：機能分化した近代社会
（b）広義の市民社会を構成する政治社会・経済社会・（狭義の）市民社会

②「戦後民主主義」型市民社会概念の偏り
（a）近代社会から現代社会への移行における普遍性
• 教養と財産を有するブルジョアを中心としたブルジョア社会→広義の市民

へと担い手を広げたシビル社会へ
（b）狭義の市民社会の過剰と広義の市民社会への一致という認識（？）
・商工会議所や青年会議所など自営業上層のローカルエリート／土地所有
によって影響力を行使する地主層などの社会学研究の「不在」？
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図5． Howard（2003：図表3.1／3.2）

←図3.1／↑図3.2
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表6．市民社会概念の整理（筆者作成）

①
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戦後民主主義型 嶋田さんの博士論文

市民性 メンバーシップの拡大 メンバーの質

現われ・対象 住民運動・市民運動 経済的結社

階層 L字型 ローカルエリート

市民社会像 非国家・非市場 政治社会・経済社会包含
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